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１ 

 

信書便約款の変更の認可申請の審査結果の概要 

 

赤帽新潟県軽自動車運送協同組合ほか１者からの信書便約款の変更の認可申請に

ついて審査した結果の概要は以下のとおりである。 

いずれの申請についても民間事業者による信書の送達に関する法律（平成 14 年法

律第 99 号。以下「法」という。）第 33 条第２項各号に掲げる基準に適合していると

認められる。 
 

１ 信書便物の引受け、配達、転送及び還付並びに送達日数に関する事項、信書便の

役務に関する料金の収受に関する事項その他特定信書便事業者の責任に関する事

項が適正かつ明確に定められていること。（法第 33条第２項第１号） 

条件等 審査概要 適否 

役務の名称

及び内容 

変更された役務の内容について、明確に規定されている（赤帽

新潟県軽自動車運送協同組合のみ該当）。 
適 

引受け 
変更された大きさの制限について、適正かつ明確に規定されて

いる（赤帽新潟県軽自動車運送協同組合のみ該当）。 
適 

配達 従前と同様であり変更はない。 ― 

転送・還付 従前と同様であり変更はない。 ― 

送達日数 従前と同様であり変更はない。 ― 

料金の収

受・払戻し 

追加された料金の収受の方法について、明確に規定されてお

り、かつ、利用者の利便に配慮しているものであると認められる。

（佐川ヒューモニー株式会社のみ該当） 

適 

送達責任 従前と同様であり変更はない。 ― 

損害賠償 

損害賠償の条件が明確に規定されており、かつ、消費者契約法

（平成 12年法律第 61号）第８条及び第９条に抵触しないもので

あると認められる（２者とも該当）。 

適 

その他 従前と同様であり変更はない。 ― 

 

２ 特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものでないこと。（法第 33条第２項第

２号） 

条件等 審査概要 適否 

別紙２ 



２ 

 

差別的取扱

い 

特定の者に対し不当な差別的取扱いをする規定はないことか

ら、特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものでないと認め

られる（２者とも該当）。 

適 

 




